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市
民
局
中
心
の
防
災
計
画
を

職
員
の
地
域
配
備
が
重
要

問問問問

問問
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本
庁
中
心
の
防
災
計
画
で
住

　
　
民
は
守
れ
な
い
。
地
域
と
住
民

を
知
る
現
地
立
脚
で
抜
本
的
改
訂
を
。

　
　
　
　
　
反
省
点
が
多
く
、
市
民

　
　
　
　
局
の
あ
り
方
を
含
め
て
見

直
し
た
い
。

　
　
　
し
尿
券
不
正
問
題
で
は
、
職

　
　
員
の
不
作
為
、
職
務
怠
慢
に
よ

る
損
害
の
賠
償
を
強
く
求
め
ま
す
。

　
　
　
　
　
損
な
わ
れ
た
公
金
の
回

　
　
　
　
復
措
置
、
法
令
順
守
や
市

民
へ
の
説
明
責
任
等
１１
月
中
に
結
論

を
出
し
ま
す
。

　
　
　
合
併
協
定
を
活
か
す
具
体
的

　
　
な
施
策
を
市
民
に
示
す
時
で
す

が
。

　
　
　
　
　
分
権
社
会
に
ふ
さ
わ
し

　
　
　
　
い
市
民
局
の
充
実
、
地
域

力
強
化
に
伴
う
局
長
権
限
の
拡
充
を

図
り
た
い
。

　
　
　
組
織
や
シ
ス
テ
ム
改
善
の
目

　
　
途
、
施
策
の
具
現
は
い
つ
で
す

か
。

　
　
　
　
　
地
域
の
人
づ
く
り
や
活

　
　
　
　
性
化
に
振
興
基
金
を
活
用

し
て
、
来
年
度
に
予
算
化
し
て
行
き

ま
す
。

　
　
　
市
政
の
憲
法
、
自
治
基
本
条

　
　
例
づ
く
り
は
順
調
に
進
ん
で
い

ま
す
か
。
策
定
時
の
見
通
し
は
い
つ
？

　
　
　
　
　
公
募
等
に
よ
る
検
討
委

　
　
　
　
員
や
自
由
な
市
民
の
意
見

交
換
な
ど
多
様
な
市
民
参
画
を
求
め

ま
す
。
災
害
の
影
響
が
あ
る
が
３
月

議
会
を
め
ざ
し
素
案
策
定
を
め
ざ
し

ま
す
。

　
　
　
情
報
化
事
業
で
事
業
所
引
込

　
　
工
事
の
業
者
選
定
、
工
事
費
の

不
透
明
さ
の
払
拭
、
改
善
が
必
要
で

す
。

　
　
　
　
　
富
士
通
の
事
情
で
と
っ

　
　
　
　
た
昨
年
末
の
登
録
一
業
者

の
見
直
し
、
工
事
費
の
市
補
助
制
度

な
ど
９
月
議
会
で
是
正
を
い
た
し
ま

す
。

災
害
復
旧
を
含
む

一
般
公
共
工
事
事
業
に
つ
い
て

災
害
復
旧
工
事
を

　
　
　
　
最
優
先
に

問　　
　
一
、
危
険
箇
所
の
早
期
復
旧
。

　
　
二
、
市
民
が
必
要
と
す
る
箇
所
。

三
、
工
事
業
者
の
割
り
振
り
。

四
、
台
風
に
備
え
た
二
次
災
害
対
策
。

五
、
市
民
の
意
見
の
対
応
。

六
、
一
般
工
事
の
遅
れ
先
送
り
。

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
、
各
担
当
部
署

　
　
　
　
　
　
が
調
査
点
検
を
行
っ

て
お
り
、
災
害
査
定
を
受
け
る
為
の

実
務
設
計
業
務
に
係
り
早
期
復
旧
を

目
指
し
て
い
る
。

二
、
必
要
な
箇
所
は
応
急
措
置
を
し

て
い
る
。
市
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
は
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。

三
、
山
崎
管
内
に
お
い
て
は
災
害
協

定
が
な
か
っ
た
為
、
依
頼
す
る
業
者

の
選
択
と
い
う
点
で
課
題
が
残
っ
た
。

今
後
全
市
対
応
の
災
害
協
定
を
締
結

す
る
と
と
も
に
、
早
期
に
現
場
復
旧

を
行
え
る
よ
う
に
発
注
形
態
を
検
討

し
て
い
る
。
国
道
に
つ
い
て
は
管
理

者
が
国
の
為
、
認
識
し
て
い
な
い
。

四
、
田
井
に
つ
い
て
は
穴
を
埋
め
土

嚢
で
補
強
し
て
い
る
。
三
津
は
国
か

ら
対
策
方
針
は
聞
い
て
い
な
い
が
、

状
況
は
説
明
し
て
い
る
。

五
、
被
災
自
治
会
か
ら
要
望
書
を
頂

い
て
い
る
が
、
即
応
対
出
来
る
も
の

は
担
当
部
署
が
処
理
し
、
出
来
な
い

も
の
は
災
害
対
策
本
部
会
で
協
議
し

対
応
し
て
い
る
。

六
、
災
害
復
旧
を
最
優
先
に
実
施
す

る
こ
と
か
ら
、
新
規
着
手
工
事
の
中

に
は
一
部
後
年
度
に
先
送
り
せ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
。
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